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一
、
序
論

一
九
七
〇
年
、
在
日
朝
鮮
人
二
世
の
朴
鐘
碩
は
日
立
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・

戸
塚
区
工
場
に
採
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
日
立
は
採
用
直
後
に
戸
籍
謄
本

を
提
出
さ
せ
る
過
程
で
朴
鐘
碩
が
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
知

り
、
採
用
を
取
り
消
し
た
。
約
三
年
六
ヶ
月
後
の
一
九
七
四
年
六
月
一
九

日
、
裁
判
所
は
日
立
に
対
し
「
朴
鐘
碩
を
採
用
し
、
合
格
発
表
日
か
ら
三

年
間
の
給
料
を
支
払
え
」
と
判
決
し
た
。
そ
の
後
、
同
事
件
は
「
日
立
闘

争
」
「
日
立
就
職
差
別
事
件
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
在
日
朝
鮮
人
の
人
権
運

動
の
代
表
例
と
し
て
知
ら
れ
た
。

日
立
闘
争
発
生
後
、在
日
朝
鮮
人
社
会
で
は
様
々
な
動
き
が
見
ら
れ
た
。

一
九
七
一
年
三
月
二
九
日
に
は
「
朴
君
を
囲
む
会
」
が
結
成
さ
れ
、
朴
鐘

碩
を
支
持
し
た
。
在
日
朝
鮮
人
雑
誌
『
季
刊
ま
だ
ん
』
（
以
下
『
ま
だ
ん
』
）

(1)

編
集
部
は
一
九
七
四
年
五
月
一
日
に
発
売
さ
れ
た
『
ま
だ
ん
』
第
三
号
で

「
日
立
就
職
差
別
裁
判
」
を
特
集
と
し
て
取
り
上
げ
、
日
立
闘
争
を
在
日

朴
鐘
碩
の
日
立
闘
争
と

在
日
朝
鮮
人
文
学

―
『
季
刊
ま
だ
ん
』
の
記
事
を
中
心
に

―
李

榮

鎬

L
E
E

Y
o
u
n
g
h
o

朝
鮮
人
社
会
に
知
ら
せ
た
。
他
に
も
在
日
朝
鮮
人
社
会
は
様
々
な
形
で
朴

鐘
碩
を
支
援
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
朴
鐘
碩
の
日
立
闘
争
を
取
り
上
げ
た
研
究
と

し
て
は
竹
ノ
下
弘
久

と
勝
山
雅
絵

の
研
究
が
あ
る
。
竹
ノ
下
は
、
朴
鐘

(2)

(3)

碩
は
被
抑
圧
者
と
し
て
の
歴
史
性
へ
の
結
合
を
通
じ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
ー
の
変
化
を
迎
え
、
そ
の
変
化
は
「
在
日
志
向
役
割
」
で
あ
る
と
述
べ

た
。
勝
山
は
、
「
朴
君
を
囲
む
会
」
所
属
の
日
本
人
学
生
た
ち
が
日
立
闘

争
を
経
て
表
し
た
思
想
の
葛
藤
、
自
己
変
革
の
過
程
を
紹
介
し
た
。
し
か

し
、
両
研
究
と
も
に
心
理
的
な
変
化
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
同
時
代
の
日
本

や
在
日
朝
鮮
人
文
学
界
の
動
き
に
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
他
、
日
立
闘
争
に
関
す
る
研
究
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
人
権
運
動
の

系
譜
に
て
李
珍
宇
の
小
松
川
事
件
、
金
嬉
老
事
件
と
と
も
に
日
立
闘
争
は

代
表
的
な
就
職
差
別
に
関
す
る
人
権
運
動
で
あ
る
と
触
れ
る
程
度
で
あ

り
、
日
立
闘
争
の
み
を
分
析
し
た
研
究
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
日
立
闘
争
が
就
職
差
別
に
関
す
る
人
権
運
動

で
あ
る
こ
と
以
外
に
具
体
的
な
展
開
の
模
様
、
談
論
を
考
察
し
た
例
も
見

ら
れ
な
か
っ
た
。
『
ま
だ
ん
』
に
関
す
る
先
行
研
究
も
状
況
は
大
き
く
変

わ
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
出
版
さ
れ
た
在
日
朝
鮮
人
雑
誌
は
そ
の
規
模
を
問

わ
ず
約
一
四
〇
種
に
及
ぶ
が
、
先
行
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
有
名
作
家
が
編

集
委
員
を
務
め
た
り
、
規
模
が
大
き
い
雑
誌
を
対
象
と
し
て
い
た
。
そ
の

結
果
、
一
九
四
〇
～
五
〇
年
代
の
『
民
主
朝
鮮
』
、
一
九
六
〇
～
七
〇
年

代
の
『
漢
陽
』『
三
千
里
』、
一
九
九
〇
年
代
の
『
靑
丘
』
が
研
究
対
象
の

ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
た
。
一
九
七
〇
年
代
の
在
日
朝
鮮
人
雑
誌
の
う
ち

『
漢
陽
』
は
ハ
ン
グ
ル
で
出
版
さ
れ
た
た
め
、
韓
国
の
国
文
学
界
で
活
発
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な
研
究
が
行
わ
れ
た
。
『
三
千
里
』
は
一
九
七
〇
年
代
に
発
売
さ
れ
た
在

日
朝
鮮
人
雑
誌
の
う
ち
最
も
大
き
な
規
模
で
あ
っ
た
た
め
、
日
韓
両
国
で

活
発
に
研
究
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
七
〇
年
代
の
雑
誌
に
関
す
る
研

究
の
ほ
と
ん
ど
は
『
漢
陽
』『
三
千
里
』
に
集
中
し
、『
ま
だ
ん
』
を
積
極

的
に
取
り
上
げ
た
研
究
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
時
々
雑
誌
の
系
譜
研
究
で

『
ま
だ
ん
』
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
出
版

さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
触
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
並
べ
る
と
、

日
本
で
は
町
村
敬
志

が
在
日
朝
鮮
人
文
学
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
南
北

(4)

対
立
の
解
消
と
在
日
朝
鮮
人
に
対
す
る
差
別
の
撤
廃
を
テ
ー
マ
と
し
て
取

り
上
げ
た
と
し
、
『
三
千
里
』
『
季
刊
ち
ゃ
ん
そ
り
』
『
ま
だ
ん
』
を
紹
介

し
た
。
し
か
し
、
詳
細
の
分
析
は
な
く
、
一
九
七
〇
年
代
に
同
誌
が
出
版

さ
れ
た
と
い
う
記
述
の
み
で
あ
っ
た
。
中
野
克
彦

は
日
本
で
出
版
さ
れ

(5)

た
エ
ス
ニ
ッ
ク
雑
誌
の
系
譜
を
ま
と
め
、
出
来
事
一
覧
を
整
理
し
た
が
、

『
ま
だ
ん
』
に
関
す
る
記
述
は
一
九
七
三
年
に
創
刊
さ
れ
た
と
い
う
紹
介

の
み
で
あ
っ
た
。
細
井
綾
女

は
エ
ス
ニ
ッ
ク
雑
誌
の
用
語
の
変
遷
史
を

(6)

紹
介
し
、
『
ま
だ
ん
』
で
初
め
て
「
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
」
と
い
う
用
語

を
使
用
し
た
と
記
述
し
た
。
し
か
し
、
用
語
の
変
遷
に
焦
点
を
合
わ
せ
た

研
究
で
あ
っ
た
た
め
、
雑
誌
そ
の
も
の
に
関
す
る
研
究
で
は
な
か
っ
た
。

二
〇
一
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
『
在
日
コ
リ
ア
ン
辞
典
』

で
も
『
ま
だ
ん
』

(7)

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
辞
典
と
い
う
特
性
上
、
編
集
委
員
と
各
号
の
特

集
項
目
の
羅
列
が
全
て
で
あ
っ
た
。
韓
国
の
状
況
も
大
き
く
変
わ
ら
な
か

っ
た
。
蘇
明
仙

は
在
日
朝
鮮
人
雑
誌
の
系
譜
を
紹
介
し
、
一
九
七
〇
年

(8)

代
に
『
ま
だ
ん
』
が
発
行
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
記
述
し
た
の
が
全
て
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
筆
者
は
近
年
『
ま
だ
ん
』
の
基
本
的
な
書
誌
を
考
察
し

た
研
究

、
作
品
分
析

、
金
一
勉
の
慰
安
婦
特
集
に
関
す
る
研
究

な
ど

(9)

(10)

(11)

を
発
表
し
た
が
、
ま
だ
初
期
段
階
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
本
稿
で
は
、
こ

れ
ま
で
分
析
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
『
ま
だ
ん
』
と
日
立
闘
争
を
同
時
代
の

韓
国
、
日
本
、
在
日
朝
鮮
人
社
会
の
状
況
と
つ
な
げ
て
分
析
す
る
。
具
体

的
に
『
ま
だ
ん
』
の
人
権
運
動
に
関
す
る
談
論
の
論
調
と
談
論
後
の
動
き

に
つ
い
て
確
認
す
る
。
『
ま
だ
ん
』
の
姿
勢
を
通
じ
て
、
当
時
の
在
日
朝

鮮
人
文
学
界
が
人
権
運
動
の
方
向
性
を
設
定
し
、
そ
の
後
も
日
本
に
お
け

る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
人
権
問
題
、
各
種
制
度
の
改
善
に
影
響
を
与
え
た

こ
と
を
確
認
で
き
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
『
ま
だ
ん
』
が

同
時
代
の
在
日
朝
鮮
人
文
学
の
談
論
形
成
に
与
え
た
影
響
と
果
た
し
た
役

割
を
確
認
す
る
。

二
、
在
日
朝
鮮
人
人
権
運
動
と
日
立
闘
争
の
展
開

一
九
五
二
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
以
降
、
日
本
は
在
日
朝

鮮
人
政
策
に
お
い
て
「
排
除
」
「
同
化
」
「
人
権
」
「
抑
圧
」
の
四
つ
の
類

型
を
定
め
た

。
上
記
四
つ
の
類
型
の
う
ち
、
実
際
に
使
わ
れ
た
政
策
は

(12)

「
抑
圧
」
で
あ
り
、
「
排
除
」「
同
化
」
は
付
随
的
な
要
素
と
し
て
扱
わ
れ

た
。
戦
後
定
着
し
た
単
一
民
族
神
話
の
も
と
、
在
日
朝
鮮
人
や
ア
イ
ヌ
民

族
は
で
き
る
だ
け
関
わ
り
た
く
な
い
、
厄
介
な
問
題
の
一
種
と
し
て
扱
わ

れ
た

。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
在
日
朝
鮮
人
た
ち
は
就
職
に
お
け
る
差
別
、

(13)

公
務
員
任
用
の
拒
否
、
指
紋
捺
印
の
よ
う
な
差
別
を
受
け
、
様
々
な
人
権

運
動
が
広
が
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

在
日
朝
鮮
人
の
人
権
運
動
の
う
ち
、
日
本
の
大
衆
に
最
も
大
き
な
衝
撃
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を
与
え
た
事
件
は
、
李
珍
宇
の
小
松
川
事
件
だ
っ
た
。
一
九
五
八
年
八
月

二
一
日
、
東
京
・
都
立
小
松
川
高
校
の
屋
上
で
女
子
生
徒
の
遺
体
が
発
見

さ
れ
た
。
す
で
に
同
月
二
〇
日
か
ら
読
売
新
聞
社
に
は
八
回
に
渡
っ
て
自

ら
を
犯
人
だ
と
明
か
す
男
の
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
お
り
、
警
察
は
男
の

声
を
録
音
し
て
ラ
ジ
オ
に
公
開
し
た
。
そ
の
後
、
警
察
は
在
日
朝
鮮
人
青

年
の
李
珍
宇
（
日
本
名
金
子
鎮
宇
）
を
逮
捕
し
た
。
一
九
五
九
年
二
月
、
東

京
地
方
裁
判
所
は
殺
人
と
強
姦
致
死
に
問
わ
れ
た
李
珍
宇
に
死
刑
を
言
い

渡
し
、
一
九
六
二
年
一
一
月
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
同
事
件

は
李
珍
宇
事
件
あ
る
い
は
小
松
川
事
件
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一

九
六
八
年
二
月
二
〇
日
に
は
在
日
朝
鮮
人
二
世
の
金
嬉
老
（
本
名
權
禧
老
）

が
借
金
取
り
に
来
た
暴
力
団
員
二
名
を
ラ
イ
フ
ル
で
殺
害
し
、
事
件
現
場

か
ら
四
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
静
岡
の
温
泉
に
逃
走
し
た
。
金
嬉
老
は

旅
館
の
従
業
員
、
宿
泊
客
一
三
名
を
人
質
と
し
、
約
八
八
時
間
に
渡
っ
て

警
察
に
対
抗
し
た
が
、
記
者
を
装
っ
た
捜
査
官
に
逮
捕
さ
れ
た
。
当
時
同

事
件
は
メ
デ
ィ
ア
で
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
報
じ
ら
れ
、
日
本
社
会
は
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
ー
問
題
の
深
刻
性
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
七
〇
年
に
は
朴
鐘
碩
の
日
立
就
職
差
別
事
件
が
発
生
し
た
。
朴
鐘

碩
は
愛
知
県
西
尾
市
で
生
ま
れ
た
在
日
朝
鮮
人
二
世
で
あ
っ
た
。
高
校
卒

業
後
、
中
小
企
業
に
務
め
て
い
た
朴
鐘
碩
は
、
日
立
の
求
人
広
告
を
見
て

日
立
製
作
所
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
戸
塚
工
場
に
応
募
し
た
。
朴
鐘
碩
は
志
願
書

の
氏
名
欄
に
日
本
名
の
新
井
鐘
司
と
記
入
し
、
本
籍
欄
に
は
出
生
地
の
愛

知
県
を
記
入
し
た
。
そ
の
後
、
朴
鐘
碩
は
面
接
を
経
て
日
立
に
最
終
合
格

し
た
。
日
立
は
採
用
通
知
を
発
送
し
、
戸
籍
謄
本
の
提
出
を
求
め
た
が
、

朴
鐘
碩
は
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
た
め
戸
籍
謄
本
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
代
わ
り
に
外
国
人
登
録
証
明
書
を
提
出
す
る
と
伝
え
た
。
そ
の
事
実

を
知
っ
た
日
立
は
「
一
般
の
外
国
人
は
雇
用
し
な
い
の
が
会
社
の
方
針
で

あ
り
、
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
、
履
歴
書
に
虚
偽
の
事
実
を
記

入
し
た
た
め
採
用
を
取
り
消
す
」
と
通
知
し
た
。
朴
鐘
碩
は
日
立
に
抗
議

し
た
が
、
日
立
は
「
会
社
の
方
針
上
、
採
用
不
可
」
と
い
う
返
答
を
繰
り

返
し
、
「
会
社
に
責
任
を
問
い
た
か
っ
た
ら
、
提
訴
せ
よ
」
と
答
え
た
。

一
九
七
〇
年
一
二
月
八
日
、
朴
鐘
碩
は
「
労
働
契
約
上
の
権
利
が
あ
る
た

め
解
雇
は
無
効
で
あ
る
」
と
し
、
未
払
賃
金
の
支
払
い
や
慰
謝
料
を
求
め

て
横
浜
地
方
裁
判
所
に
日
立
を
告
訴
し
た
。
朴
鐘
碩
の
告
訴
後
、
韓
国
、

日
本
、
在
日
朝
鮮
人
社
会
で
は
様
々
な
反
応
が
あ
っ
た
。

一
九
七
一
年
三
月
二
九
日
、
在
日
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
識
者
、
学
生
た

ち
は
「
朴
君
を
囲
む
会
」
を
立
ち
上
げ
た
。
同
会
は
月
一
回
の
定
期
集
会

を
設
け
、
訴
訟
や
各
種
活
動
を
支
援
し
た
。
こ
の
事
実
が
知
ら
れ
る
と
、

日
立
の
工
場
が
あ
る
大
都
市
を
中
心
に
「
朴
君
を
囲
む
会
」
が
結
成
さ
れ
、

全
国
で
計
八
の
会
が
立
ち
上
が
っ
た
。
他
に
も
韓
日
基
督
教
会
、
世
界
教

会
協
議
会
（
Ｗ
Ｃ
Ｃ
）
な
ど
も
支
持
を
表
明
し
、
識
者
を
中
心
に
多
く
の

日
本
の
市
民
た
ち
が
支
持
、
後
援
を
送
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
続
く

と
、
最
初
は
沈
黙
し
て
い
た
日
本
の
市
民
団
体
も
運
動
に
参
加
し
、
「
民

族
運
動
と
し
て
の
地
域
運
動
」
の
形
で
展
開
さ
れ
た
。
在
日
朝
鮮
人
作
家

の
李
恢
成
が
日
立
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
に
「
こ
ん
な
も
の
は
同
化

裁
判
だ
」

と
い
う
題
名
の
文
を
寄
稿
し
、
日
立
を
批
判
す
る
な
ど
、
文

(14)

学
界
、
市
民
団
体
の
他
、
幅
広
い
分
野
か
ら
動
き
が
見
ら
れ
た
。
韓
国
で

も
反
応
が
あ
っ
た
。
当
時
国
際
基
督
教
大
学
の
在
学
生
で
あ
っ
た
崔
勝
久

は
、
「
朴
君
を
囲
む
会
」
に
所
属
し
て
い
た
。
一
九
七
三
年
、
崔
勝
久
は
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ソ
ウ
ル
大
学
留
学
時
代
に
知
り
合
っ
た
ソ
ウ
ル
大
学
の
学
生
た
ち
に
朴
鐘

碩
の
話
を
伝
え
た
。
話
を
聞
い
た
ソ
ウ
ル
大
学
の
学
生
た
ち
は
一
九
七
四

年
の
「
反
日
救
国
闘
争
宣
言
」
で
「
日
立
で
起
こ
っ
た
就
職
差
別
問
題
な

ど
、
日
本
国
内
で
韓
国
人
同
胞
に
対
す
る
差
別
待
遇
即
刻
中
止
せ
よ
！
」
(15)

と
宣
言
し
、
日
立
を
批
判
し
た
。

日
本
と
韓
国
の
メ
デ
ィ
ア
も
関
心
を
見
せ
た
。
『
朝
日
新
聞
』
は
一
九

七
一
年
一
月
一
三
日
に
「
在
日
朝
鮮
人
青
年
の
訴
訟
き
ょ
う
口
頭
弁
論

わ
れ
ら
就
職
差
別
を
背
負
っ
て
」
と
い
う
記
事
で
朴
鐘
碩
の
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
を
掲
載
し
た
。
し
か
し
、
判
決
前
に
は
日
本
で
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら

れ
る
こ
と
は
な
く
、
日
本
国
内
よ
り
も
韓
国
で
の
反
響
の
方
が
大
き
か
っ

た
。
韓
国
で
最
も
多
く
取
り
上
げ
た
の
は
『
朝
鮮
日
報
』
で
あ
っ
た
。『
朝

鮮
日
報
』
は
一
九
七
四
年
五
月
一
一
日
付
の
「
【
社
説
】
あ
る
日
本
の
大

手
企
業
の
偏
見
。
朴
鍾
錫

氏
採
用
拒
否
を
見
て
考
え
る
」
、
五
月
一
二
日

(16)

付
の
「
〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉
同
胞
朴
鐘
碩
氏
の
日
本
人
弁
護
士
中
平
健
吉

氏
『
民
族
差
別
に
怒
り
を
感
じ
る
』
」
、
五
月
一
八
日
付
の
「
日
立
、
同
胞

朴
鐘
碩
君
の
要
求
を
受
け
入
れ
る
。
世
論
に
屈
服
…
採
用
取
消
を
撤
回
、

『
民
族
差
別
』
に
は
屈
せ
ず
」
、
五
月
一
九
日
付
の
「
日
立
『
具
体
訂
正
』

を
要
求
、
朴
鐘
碩
氏
入
社
の
意
思
、
同
胞
キ
リ
ス
ト
教
団
体
の
不
買
運
動

続
く
」
、
六
月
八
日
付
の
「
『
日
立
波
紋
』
朴
鐘
碩
氏
、
母
国
の
女
性
団
体

に
感
謝
の
手
紙
」
「
祖
国
の
母
た
ち
へ
の
手
紙
」
「
同
胞
の
国
籍
・
本
名
を

誇
り
を
持
っ
て
使
お
う
」
、
六
月
一
九
日
付
の
「
本
日
結
審
公
判
、『
日
立

事
件
』」
の
よ
う
な
記
事
で
ほ
ぼ
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
日
立
闘
争
を
報
じ
た
。

日
立
闘
争
の
ニ
ュ
ー
ス
が
報
じ
ら
れ
、
韓
国
や
在
日
朝
鮮
人
社
会
で
は
日

立
の
製
品
に
対
す
る
不
買
運
動
が
起
こ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

朴
鐘
碩
と
弁
護
士
、
「
朴
君
を
囲
む
会
」
は
訴
訟
の
争
点
を
民
族
差
別

に
お
い
て
裁
判
を
展
開
し
た
。
朴
鐘
碩
は
日
立
に
応
募
し
た
当
時
、
三
三

人
の
志
願
者
の
う
ち
面
接
を
経
て
最
終
合
格
者
の
七
人
に
選
ば
れ
た
。
こ

れ
は
日
本
人
志
願
者
と
の
競
争
で
朴
鐘
碩
の
能
力
が
認
め
ら
れ
た
と
言
え

る
根
拠
だ
っ
た
。
し
か
し
、
日
立
は
能
力
と
は
関
係
な
い
国
籍
を
理
由
に

朴
鐘
碩
を
解
雇
し
た
。
朴
鐘
碩
側
は
日
立
の
解
雇
は
明
白
な
民
族
差
別
で

あ
る
と
主
張
し
た
。
朴
鐘
碩
と
弁
護
士
は
訴
訟
で
「
在
日
朝
鮮
人
が
日
本

名
を
使
用
す
る
し
か
な
い
理
由
は
、
日
本
に
蔓
延
し
て
い
る
外
国
人
に
対

す
る
差
別
の
た
め
だ
」
と
し
、
日
本
名
を
使
う
し
か
な
か
っ
た
状
況
を
説

明
し
た
。
訴
訟
は
約
三
年
半
に
渡
っ
て
続
き
、
一
九
七
四
年
六
月
一
九
日
、

横
浜
地
方
裁
判
所
は
「
朴
鐘
碩
が
書
類
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
こ
と

で
解
約
権
を
行
使
で
き
る
ほ
ど
の
客
観
的
・
合
理
的
理
由
が
あ
る
と
は
言

い
難
い
」
と
し
、
「
朴
鐘
碩
の
労
働
力
の
資
質
や
能
力
に
つ
い
て
日
立
が

誤
認
し
た
り
、
会
社
で
働
け
な
い
ほ
ど
信
用
で
き
な
い
人
物
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
で
は
な
い
た
め
、
日
立
側
は
解
約
権
を
行
使
で
き
な
い
」

と
判
決
し
た

。
ま
た
、
当
時
朴
鐘
碩
が
「
新
井
鐘
司
」
と
い
う
通
称
名

(17)

を
使
用
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
は
、
日
本
に
蔓
延
す
る
在
日
朝
鮮
人
に
対

す
る
差
別
の
た
め
だ
と
認
め
、
日
立
の
採
用
取
消
は
在
日
朝
鮮
人
へ
の
民

族
差
別
で
あ
る
と
確
認
し
た
。
結
果
、
「
判
決
ま
で
に
支
払
わ
れ
る
は
ず

だ
っ
た
賃
金
、
慰
謝
料
五
〇
万
、
慰
謝
料
五
〇
万
に
対
す
る
利
子
（
遅
延

損
害
金
）
と
判
決
以
後
の
賃
金
を
支
払
え
」
と
判
決
さ
れ
た

。
日
立
は
第

(18)

一
審
判
決
を
受
け
入
れ
、
一
九
七
四
年
八
月
、
朴
鐘
碩
は
日
立
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
ー
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
入
社
し
た
。
裁
判
所
の
判
決
は
就
職
差
別
を
認

め
た
例
で
あ
り
、
在
日
朝
鮮
人
の
歴
史
的
背
景
、
民
族
差
別
の
実
体
を
明
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ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

判
決
以
降
、
日
本
メ
デ
ィ
ア
は
こ
の
問
題
を
大
々
的
に
取
り
扱
っ
た
。

『
読
売
新
聞
』
は
判
決
当
日
で
あ
る
一
九
七
四
年
六
月
一
九
日
に
夕
刊
新

聞
の
ト
ッ
プ
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
「
在
日
朝
鮮
人
解
雇
は
不
法

横
浜
地
裁

判
決

民
族
差
別
許
さ
れ
ぬ

日
立
が
敗
訴
」
と
い
う
記
事
を
掲
載
し
、

朴
鐘
碩
の
勝
訴
を
報
じ
た
。
一
九
七
四
年
八
月
一
五
日
に
発
売
さ
れ
た
『
朝

鮮
研
究
』
第
一
三
八
号
は
、
特
集
名
を
「
民
族
差
別
糾
弾
の
記
憶

―
朴

君
を
囲
む
会
と
日
立
製
作
所
と
の
闘
い

―
」
と
し
、
雑
誌
の
全
般
で
日

立
闘
争
に
触
れ
た
。
紙
面
に
は
日
立
闘
争
に
お
け
る
日
立
と
の
交
渉
記
録
、

裁
判
記
録
、
判
決
文
の
全
文
が
掲
載
さ
れ
、
日
立
闘
争
の
経
緯
を
詳
し
く

再
現
し
た
。
『
朝
鮮
研
究
』

の
編
集
長
で
あ
る
佐
藤
勝
巳
は
、
朴
鐘
碩
が

(19)

同
化
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
日
本
の
大
手
企
業

で
一
人
の
労
働
者
と
し
て
民
族
的
主
体
性
を
構
築
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は

な
い
と
評
価
し
た

。
(20)

韓
国
で
も
朴
鐘
碩
の
勝
訴
に
は
大
き
な
反
応
が
あ
っ
た
。『
朝
鮮
日
報
』

は
六
月
二
〇
日
付
で
「
朴
鐘
碩
君
に
勝
訴
判
決
」
、
六
月
二
一
日
付
で
「
【
社

説
】
民
族
差
別
の
克
服
」
、
八
月
二
八
日
付
で
「
朴
鐘
碩
君
、
日
立
と
入

社
合
意
」
の
記
事
を
掲
載
し
、
朴
鐘
碩
の
勝
訴
を
報
じ
た
。『
中
央
日
報
』

も
一
九
七
四
年
六
月
二
〇
日
付
で
「
朴
鐘
碩
君
の
勝
訴
」
、
九
月
三
日
付

で
「
朴
鐘
碩
氏
、
初
出
勤
」
な
ど
の
記
事
を
掲
載
し
、
『
東
亜
日
報
』
も

一
九
七
四
年
八
月
二
八
日
付
で
「
日
立
と
入
社
合
意
、
朴
鐘
碩
氏
事
件
一

段
落
」
と
い
う
記
事
を
掲
載
し
て
朴
鐘
碩
の
勝
訴
を
報
じ
た
。
他
に
も
『
韓

国
日
報
』
は
六
月
二
〇
日
付
け
の
コ
ラ
ム
で
朴
鐘
碩
の
勝
利
は
告
発
精
神

の
勝
利
で
あ
る
と
評
価
し
、
韓
国
に
蔓
延
す
る
理
不
尽
の
改
善
の
た
め
に

も
朴
鐘
碩
の
告
発
精
神
を
見
習
う
べ
き
だ
と
述
べ
、
日
立
闘
争
か
ら
得
た

教
訓
を
韓
国
で
も
実
践
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

訴
訟
終
了
後
も
「
朴
君
を
囲
む
会
」
は
各
地
方
の
在
日
朝
鮮
人
団
体
と

権
益
闘
争
を
率
い
た
。
大
阪
の
韓
国
大
阪
青
年
会
議
所
、
在
日
韓
国
基
督

教
会
館
、
在
日
関
西
地
方
女
子
伝
道
会
、
在
日
コ
リ
ア
ン
青
年
連
合
、
在

日
韓
国
人
民
主
懇
談
会
の
五
つ
の
団
体
は
一
九
七
四
年
八
月
に
「
在
大
阪

韓
国
人
の
生
活
を
守
る
会
」
を
結
成
し
た
。
彼
ら
は
在
日
朝
鮮
人
が
税
金

を
払
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
児
童
手
当
を
貰
え
て
い
な
い
状
況
の
改

善
や
公
営
住
宅
へ
の
入
居
、
国
民
年
金
の
加
入
、
公
務
員
の
任
用
、
公
立

学
校
の
教
員
と
し
て
の
採
用
な
ど
を
求
め
た
。
そ
の
後
、
日
本
の
政
策
の

多
く
で
国
籍
に
関
す
る
条
項
が
廃
止
さ
れ
、
公
営
住
宅
入
居
、
住
宅
金
融

公
庫
適
用
が
認
め
ら
れ
、
弁
護
士
、
教
師
、
地
方
公
務
員
の
道
も
開
い
た
。

こ
の
よ
う
に
日
立
闘
争
後
、
日
本
社
会
で
は
「
朴
君
を
囲
む
会
」
を
筆
頭

に
在
日
朝
鮮
人
の
人
権
運
動
が
行
わ
れ
、
多
く
の
権
利
を
獲
得
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
朴
鐘
碩
の
日
立
闘
争
は
大
手
企
業
の
就
職
差
別
の
責
任
を
問

い
、
在
日
朝
鮮
人
の
就
職
環
境
を
改
善
し
た
代
表
例
で
あ
る
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
日
立
闘
争
当
時
の
在
日
朝
鮮
人
社
会
で
は
様
々
な

動
き
が
見
ら
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
在
日
朝
鮮
人
雑
誌
『
ま
だ
ん
』
は
、
判
決

を
一
ヶ
月
後
に
控
え
た
時
点
で
「
日
立
就
職
差
別
事
件
」
特
集
を
設
け
た
。

三
、『
ま
だ
ん
』
の
「
日
立
就
職
差
別
事
件
」
特
集
と
展
開
の
模
様

三
―
一
、『
ま
だ
ん
』
の
紹
介
と
特
集
の
構
成
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『
ま
だ
ん
』
は
一
九
七
三
年
一
〇
月
に
金
宙
泰
を
主
筆
と
し
て
創
刊
さ

れ
た
総
合
雑
誌
で
あ
り
、
一
九
七
三
年
一
一
月
に
創
刊
号
を
発
売
し
て
一

九
七
五
年
六
月
の
第
六
号
を
最
後
に
終
刊
と
な
っ
た
。
日
本
語
で
「
広
場
」

を
意
味
す
る
韓
国
語
の
『
ま
だ
ん
』
は
、
雑
誌
の
副
題
を
「
在
日
朝
鮮
・

韓
国
人
の
ひ
ろ
ば
」
と
掲
げ
、
在
日
朝
鮮
人
社
会
内
部
の
談
論
を
取
り
上

げ
た
。
同
誌
は
北
朝
鮮
と
韓
国
、
ど
ち
ら
に
も
偏
ら
な
い
政
治
的
な
中
立

を
掲
げ
て
い
た
。
よ
っ
て
民
団
も
朝
鮮
総
連
も
支
持
す
る
こ
と
な
く
、
紙

面
で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
を
排
除
し
て
世
代
の
対
立
、
文
化
遺
産
の

継
承
、
結
婚
、
青
年
問
題
の
よ
う
な
社
会
内
部
の
談
論
を
主
に
取
り
上
げ

た
。
同
時
に
『
ま
だ
ん
』
は
日
本
は
加
害
者
で
あ
り
、
在
日
朝
鮮
人
は
被

害
者
で
あ
る
と
い
う
構
図
を
設
け
、
金
嬉
老
事
件
、
日
立
闘
争
の
よ
う
な

人
権
運
動
、
慰
安
婦
問
題
な
ど
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
た
。
ま
た
、
統
一

新
羅
、
高
麗
、
朝
鮮
の
文
化
遺
産
な
ど
伝
統
や
民
衆
文
化
で
紙
面
を
埋
め

た
。
創
紀
房
新
社
は
伝
統
に
関
す
る
書
籍
の
出
版
に
友
好
的
だ
っ
た
が
、

『
ま
だ
ん
』
が
持
つ
こ
の
よ
う
な
要
素
が
創
紀
房
新
社
の
傾
向
と
合
致
し

て
出
版
に
つ
な
が
っ
た
と
み
ら
れ
る

。
(21)

『
ま
だ
ん
』
は
日
立
闘
争
の
判
決
を
一
ヶ
月
後
に
控
え
た
一
九
七
四
年

五
月
、
「
日
立
就
職
差
別
事
件
」
特
集
を
設
け
、
朴
鐘
碩
の
「
差
別
と
は

人
を
殺
す
こ
と
だ
」
、
高
淸
一
の
「
動
か
な
い
韓
国
人
・
知
ら
な
い
日
本

人
」
、
金
英
一
の
「
裁
判
と
運
動
の
歩
み
」
、
石
塚
久
の
「
弁
護
士
だ
か
ら

で
は
な
く
」
の
四
本
の
記
事
を
掲
載
し
た
。
そ
し
て
「
在
日
朝
鮮
・
韓
国

人
を
め
ぐ
る
市
民
運
動

３
」
欄
に
は
松
本
茂
の
「
朴
君
を
囲
む
会
」
を

掲
載
し
、
『
ま
だ
ん
』
第
三
号
に
は
計
五
本
の
日
立
闘
争
関
連
記
事
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
同
号
発
売
当
時
、
日
立
闘
争
は
現
在
進
行
形
の
事
件
で

あ
っ
た
。
『
ま
だ
ん
』
は
特
集
を
設
け
、
判
決
を
控
え
て
在
日
朝
鮮
人
読

者
た
ち
の
関
心
と
参
加
を
促
し
た
。
朴
鐘
碩
は
「
差
別
と
は
人
を
殺
す
こ

と
だ
」
で
自
身
の
生
い
立
ち
を
紹
介
し
、
判
決
を
控
え
た
現
在
の
状
況
と

心
構
え
を
述
べ
た
。
高
淸
一
の
「
動
か
な
い
韓
国
人
・
知
ら
な
い
日
本
人
」

は
、
裁
判
の
本
質
は
日
立
の
民
族
差
別
に
あ
る
と
主
張
し
、
「
朴
君
を
囲

む
会
」
の
活
動
内
容
と
訴
訟
の
当
為
を
語
っ
て
い
る
。
金
英
一
は
「
裁
判

と
運
動
の
歩
み
」
で
一
九
七
〇
年
八
月
二
三
日
か
ら
始
ま
っ
た
日
立
闘
争

の
年
代
記
を
日
付
別
に
ま
と
め
た
。
石
塚
久
は
「
弁
護
士
だ
か
ら
で
は
な

く
」
で
自
身
は
日
本
人
で
あ
る
が
、
朴
鐘
碩
を
弁
護
す
る
過
程
で
日
本
の

理
不
尽
な
政
策
や
在
日
朝
鮮
人
が
差
別
を
受
け
て
き
た
歴
史
を
知
っ
た
と

明
か
し
、
差
別
の
撤
廃
を
主
張
し
た
。
最
後
に
松
本
茂
の
「
朴
君
を
囲
む

会
」
で
は
在
日
朝
鮮
人
が
日
立
闘
争
に
関
心
を
持
つ
べ
き
理
由
を
並
べ
、

「
朴
君
を
囲
む
会
」
の
会
員
募
集
の
告
知
、
加
入
・
活
動
方
法
を
紹
介
し

た
。
こ
の
よ
う
に
『
ま
だ
ん
』
は
特
集
を
設
け
て
読
者
に
日
立
闘
争
に
つ

い
て
知
ら
せ
、
さ
ら
に
は
在
日
朝
鮮
人
の
積
極
的
な
関
心
、
参
加
を
促
し

た
。

三
―
二
、『
ま
だ
ん
』
が
望
ん
で
い
た
人
物
像
と
朴
鐘
碩

『
ま
だ
ん
』
第
三
号
が
出
版
さ
れ
た
一
九
七
四
年
五
月
、
日
立
闘
争
は

ま
だ
判
決
が
下
さ
れ
て
い
な
い
現
在
進
行
形
の
問
題
で
あ
り
、
マ
ス
コ
ミ

を
除
い
て
文
学
界
で
は
日
立
闘
争
に
触
れ
て
い
な
い
状
況
だ
っ
た
。
そ
れ

で
は
、
一
九
七
四
年
当
時
『
ま
だ
ん
』
が
特
集
ま
で
設
け
、
日
立
闘
争
に

関
心
を
見
せ
た
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
朴
鐘
碩
が
『
ま
だ
ん
』
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が
望
ん
で
い
た
典
型
的
な
人
物
像
と
合
致
し
て
い
た
た
め
だ
。
朴
鐘
碩
は

「
差
別
と
は
人
を
殺
す
こ
と
だ
」
で
自
身
や
家
族
が
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る

と
い
う
理
由
で
い
か
に
多
く
の
差
別
を
受
け
て
き
た
か
を
説
明
し
、
訴
訟

を
提
起
す
る
し
か
な
い
理
由
を
述
べ
た
。
朴
鐘
碩
は
日
立
が
能
力
で
は
な

く
国
籍
を
理
由
に
解
雇
し
た
の
は
明
白
な
民
族
差
別
で
あ
る
と
主
張
し
、

在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
差
別
さ
れ
る
現
実
を
批
判
し
た
。
注

目
す
べ
き
は
、
朴
鐘
碩
が
日
立
闘
争
を
経
て
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

ー
を
自
覚
す
る
変
化
を
迎
え
た
点
で
あ
る
。
日
立
闘
争
以
前
の
朴
鐘
碩
は

日
本
に
同
化
し
て
暮
ら
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
民
族
の
問
題
に
は
ほ
と

ん
ど
関
心
が
な
か
っ
た
。
以
下
の
引
用
文
で
そ
の
事
実
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
九
六
四
年
、
私
は
西
尾
市
立
平
坂
中
学
校
に
入
学
し
ま
し
た
。
私

の
名
前
は
依
然
と
し
て
「
新
井
鐘
司
」
で
し
た
。
自
分
が
朝
鮮
人
の

子
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私
は
こ
の
ま
ま
勉
強
を

し
て
い
け
ば
、
自
然
に
日
本
人
に
な
る
の
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
ま

し
た
。（
中
略
）
努
力
を
す
れ
ば
必
ず
報
い
ら
れ
る
と
い
う
気
持
ち
が

つ
よ
く
な
り
、私
は
日
本
の
社
会
で
必
ず
出
世
し
て
み
せ
る
と
い
う
、

あ
わ
い
夢
を
抱
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。（
朴
鐘
碩
「
差
別
と
は
人
を
殺

す
こ
と
だ
」『
季
刊
ま
だ
ん
』
三
、
創
紀
房
新
社
、
一
九
七
四
年
、
四
九-

五
〇
頁
）

朴
鐘
碩
は
一
九
五
八
年
に
西
尾
市
立
中
畑
小
学
校
に
入
学
し
、
そ
の
後

新
井
鐘
司
と
い
う
日
本
名
を
使
い
続
け
て
き
た
。
一
九
六
四
年
に
西
尾
市

立
平
坂
中
学
校
に
入
学
し
た
後
も
同
じ
だ
っ
た
。
日
本
人
と
一
緒
に
勉
強

す
れ
ば
自
然
に
日
本
人
に
な
れ
る
と
信
じ
、
三
年
生
の
時
は
同
級
生
に
認

め
ら
れ
学
級
委
員
を
務
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
九
六
七
年
の
碧
南
高
校

商
業
科
に
入
学
し
た
時
は
五
〇
〇
人
の
う
ち
五
位
で
入
学
し
、
学
級
委
員

を
務
め
続
け
た
。
朴
鐘
碩
は
日
本
の
学
校
で
日
本
人
と
同
じ
教
育
を
受
け

た
。
彼
に
と
っ
て
朝
鮮
と
朝
鮮
人
は
ぎ
こ
ち
な
い
存
在
で
あ
り
、
家
族
の

中
で
も
朝
鮮
人
と
し
て
生
き
る
長
兄
よ
り
日
本
人
の
よ
う
に
生
き
る
次

姉
、
三
兄
に
憧
れ
た
。
し
か
し
、
高
校
卒
業
を
控
え
て
就
職
を
準
備
し
て

い
た
中
、
見
え
な
い
差
別
を
実
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
、
日
本
経

済
は
好
況
で
商
業
科
に
は
求
人
要
請
が
殺
到
し
、
自
身
を
除
く
同
級
生
全

員
が
卒
業
前
に
望
む
会
社
に
就
職
が
決
ま
っ
て
い
た
。
朴
鐘
碩
は
担
任
の

先
生
の
推
薦
で
在
日
朝
鮮
人
を
雇
う
自
動
車
部
品
メ
ー
カ
ー
に
就
職
し

た
。
朴
鐘
碩
は
事
務
職
と
し
て
就
職
し
た
が
、
会
社
で
は
様
々
な
口
実
で

彼
を
現
場
に
配
置
し
た
。
そ
う
や
っ
て
会
社
に
務
め
て
い
た
中
、
朴
鐘
碩

は
日
立
に
日
本
名
で
入
社
応
募
し
、
面
接
で
合
格
し
た
。
し
か
し
、
日
立

は
朴
鐘
碩
が
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
直
後
に
採
用
を
取
り
消

し
た
。
こ
の
よ
う
な
過
程
で
朴
鐘
碩
は
そ
れ
ま
で
信
じ
て
い
た
信
念
が
覆

さ
れ
た
。
そ
の
時
朴
鐘
碩
を
助
け
よ
う
と
し
た
の
が
「
朴
君
を
囲
む
会
」

を
は
じ
め
と
す
る
同
胞
た
ち
だ
っ
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
朴
鐘
碩
は
民

族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
自
覚
し
た
。

裁
判
が
進
行
し
て
い
く
う
ち
に
、
私
は
証
人
に
立
っ
て
下
さ
っ
た
先

生
方
か
ら
多
く
の
こ
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
眼
を
ひ
ら
か
さ

れ
た
私
は
、民
族
に
関
す
る
本
を
夢
中
に
な
っ
て
読
み
始
め
ま
し
た
。

と
く
に
、
私
は
激
動
さ
せ
た
の
は
、
大
阪
、
名
古
屋
の
出
張
裁
判
で
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し
た
。
数
多
の
先
輩
と
私
の
同
年
輩
の
同
胞
た
ち
の
、
差
別
に
屈
し

な
い
で
、
堂
々
と
民
族
の
主
体
的
自
覚
を
も
っ
て
強
く
生
き
て
い
る

姿
は
、
私
の
頭
の
な
か
を
、
根
底
か
ら
た
た
き
直
し
て
く
れ
る
よ
う

な
気
が
し
ま
し
た
。（
朴
鐘
碩
「
差
別
と
は
人
を
殺
す
こ
と
だ
」
『
季
刊
ま
だ

ん
』
三
、
創
紀
房
新
社
、
一
九
七
四
年
、
六
二
頁
）

朴
鐘
碩
は
裁
判
が
進
む
に
つ
れ
自
身
を
応
援
す
る
同
胞
た
ち
を
見
て
民

族
の
大
切
さ
を
知
っ
た
。
そ
し
て
日
本
人
の
よ
う
に
生
き
よ
う
と
し
た
過

去
と
は
違
う
朴
鐘
碩
に
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
裁
判
か
ら
提
訴
さ
れ
、
運
動
が
組
ま
れ
て
来
て
か
ら
の

三
年
間
を
ふ
り
返
っ
て
見
る
と
き
に
、
朴
鐘
碩
の
民
族
的
な
自
覚
、

あ
る
い
は
成
長
と
と
も
に
運
動
の
質
も
成
長
し
て
来
た
と
い
う
、
非

常
に
興
味
深
い
現
象
に
気
が
つ
く
。
朴
鐘
碩
が
「
新
井
鐘
司
」
か
ら

「
パ
ク
・
チ
ョ
ン
ソ
ク
」
に
至
る
ま
で
の
重
み
を
、
運
動
も
共
有
し

て
き
た
の
で
あ
る
。（
高
淸
一
「
動
か
な
い
韓
国
人
・
知
ら
な
い
日
本
人
」『
季

刊
ま
だ
ん
』
三
、
創
紀
房
新
社
、
一
九
七
四
年
、
六
七
頁
）

上
記
引
用
文
で
は
、
朴
鐘
碩
が
日
本
名
の
新
井
鐘
司
か
ら
朴
鐘
碩
と
い

う
本
名
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
民
族
的
な
自
覚
」
「
成

長
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
『
ま
だ
ん
』
が
日
本
に
同
化
し
て
生
き

て
い
る
在
日
朝
鮮
人
が
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
気
付
き
、
在
日

朝
鮮
人
社
会
に
入
っ
て
く
る
の
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の

よ
う
な
面
で
、
朴
鐘
碩
は
『
ま
だ
ん
』
が
求
め
て
い
た
典
型
的
な
人
物
像

で
あ
っ
た
。

朴
鐘
碩
は
同
胞
が
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
気
付
く
具
体
的
な

方
法
は
ハ
ン
グ
ル
を
学
ぶ
こ
と
だ
と
語
っ
て
い
る
。

私
は
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
、
民
族
的
自
覚
を
持
つ
よ
う
に
、
自
分
を
鍛

錬
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
、
わ
か
り
は
じ
め
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
で
私
は
、
昨
年
九
月
、
わ
が
同
胞
が
密
集
し
て
い
る
、

川
崎
市
の
桜
本
に
ひ
っ
こ
し
、
毎
晩
、
同
胞
た
ち
の
国
語
講
習
所
に

通
っ
て
、
祖
国
の
言
葉
を
学
び
は
じ
め
ま
し
た
。
私
は
、
日
に
日
に
、

自
分
が
朝
鮮
人
の
魂
を
取
り
戻
し
始
め
た
こ
と
を
、
実
感
し
、
生
き

て
い
る
喜
び
と
、
行
き
甲
斐
を
、
い
ま
さ
ら
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま

す
。（
朴
鐘
碩
「
差
別
と
は
人
を
殺
す
こ
と
だ
」
『
季
刊
ま
だ
ん
』
三
、
創
紀
房
新

社
、
一
九
七
四
年
、
六
二
頁
）

朴
鐘
碩
は
国
語
講
習
所
に
通
っ
て
祖
国
の
言
葉
を
学
び
、
民
族
的
な
自

覚
を
経
験
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
祖
国
の
言
葉
を
学
ぶ
過
程
で
自
身
が
朝

鮮
人
で
あ
る
と
自
覚
し
、
朝
鮮
人
の
魂
を
取
り
戻
し
て
同
胞
社
会
で
民
族

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
語
っ
て
い
る
。

こ
の
パ
タ
ー
ン
は
も
う
一
つ
の
人
権
運
動
の
当
事
者
で
あ
る
金
嬉
老
の
文

章
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
ま
だ
ん
』
は
一
九
七
四
年
二
月
に

発
売
さ
れ
た
第
二
号
に
金
嬉
老
の
獄
中
記
を
掲
載
し
た
が
、
当
時
金
嬉
老

は
無
期
懲
役
を
言
い
渡
さ
れ
、
服
役
中
で
あ
っ
た
。
そ
の
金
嬉
老
も
ハ
ン

グ
ル
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
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私
は
い
ま
獄
中
で
ひ
た
す
ら
ハ
ン
グ
ル
の
勉
強
に
必
死
に
と
り
く
ん

で
い
ま
す
。
そ
う
で
す
〝
必
死
〟
と
い
う
言
葉
が
ぴ
っ
た
り
す
る
く

ら
い
、
い
ま
の
私
に
は
、
ハ
ン
グ
ル
を
自
分
の
も
の
に
す
る
以
外
に

自
民
族
の
な
か
に
帰
る
道
は
な
い
と
さ
え
考
え
て
い
る
の
で
す
。（
中

略
）
ハ
ン
グ
ル
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
の
な
か
に
少
し
で
も

帰
っ
て
ゆ
く
、
そ
し
て
そ
の
努
力
を
す
る
こ
と
こ
そ
が
自
分
の
人
間

性
を
取
り
戻
す
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。（
金
喜
老
「
獄
中
か
ら
民
族

へ
」『
季
刊
ま
だ
ん
』
二
、
創
紀
房
新
社
、
一
九
七
四
年
、
二
九
頁
）

監
獄
に
収
監
さ
れ
て
い
る
金
嬉
老
も
、
朴
鐘
碩
と
同
じ
く
自
身
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
民
族
か
ら
見
つ
け
、
民
族
の
な
か
に
帰
る
た
め
に
ハ

ン
グ
ル
を
学
ん
で
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
『
ま
だ
ん
』
に
紹
介
さ
れ
た
二

つ
の
人
権
運
動
の
当
事
者
が
口
を
揃
え
て
日
本
で
差
別
を
克
服
す
る
方
法

は
祖
国
の
言
葉
を
学
ん
で
民
族
の
な
か
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
見
つ

け
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
の
だ
。
他
に
『
ま
だ
ん
』
が
祖
国
の
言
葉
の

重
要
性
を
強
調
し
た
こ
と
は
雑
誌
の
構
成
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
第
三
号
の
編
集
後
記
の
う
ち
「
お
知
ら
せ
」
で
は
名
古
屋
で
国
語
学

習
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
せ
、
読
者
の
参
加
を
促
し
た
。
第
四
号

で
は
「
ウ
リ
マ
ル
（
祖
国
の
言
葉
）
講
習
」
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
国
語
学
習

会
の
後
記
や
な
ぜ
ウ
リ
マ
ル
を
学
ぶ
べ
き
な
の
か
を
伝
え
、
そ
の
必
要
性

を
強
調
し
た
。
こ
の
よ
う
な
当
時
の
雰
囲
気
に
つ
い
て
朴
鐘
碩
は
二
〇
一

六
年
に
出
版
さ
れ
た
著
書
で
一
九
七
〇
年
代
当
時
の
在
日
朝
鮮
人
社
会
で

掲
げ
た
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
は
、
「
言
語
と
歴
史
」
を
学
ぶ

こ
と
で
あ
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
る

。
言
い
換
え
れ
ば
、
当
時
『
ま
だ

(22)

ん
』
が
主
導
し
た
祖
国
の
言
葉
を
通
じ
て
の
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

ー
の
発
見
は
、
『
ま
だ
ん
』
が
求
め
て
い
た
在
日
朝
鮮
人
社
会
の
統
合
方

式
で
あ
り
、
そ
れ
に
合
致
す
る
典
型
的
な
人
物
と
し
て
朴
鐘
碩
を
活
用
し

た
と
言
え
る
。

三
―
三
、『
ま
だ
ん
』
が
提
示
し
た
在
日
朝
鮮
人
社
会
の

統
合
方
法
と
目
的

朴
鐘
碩
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
直
後
に
、
在
日
朝
鮮
人
社
会
の
一
部
で

は
朴
鐘
碩
を
批
判
す
る
声
が
あ
っ
た
。
当
時
の
雰
囲
気
に
つ
い
て
朴
鐘
碩

は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

日
本
帝
国
主
義
の
同
化
教
育
に
す
っ
ぱ
り
か
っ
て
、
骨
の
髄
ま
で
日

本
化
し
て
、
ま
る
で
民
族
的
自
覚
を
持
た
な
い
人
間
が
、
何
を
偉
そ

う
に
民
族
差
別
な
ど
と
い
う
の
だ
。
日
立
と
い
う
日
本
に
財
閥
の
搾

取
の
道
具
に
な
ろ
う
と
し
た
あ
さ
は
か
な
人
間
が
、
ど
う
し
て
民
族

に
苦
し
み
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
ば
か
な
こ
と
を
す
る
や
つ

だ
。（
朴
鐘
碩
「
差
別
と
は
人
を
殺
す
こ
と
だ
」
『
季
刊
ま
だ
ん
』
三
、
創
紀
房
新

社
、
一
九
七
四
年
、
六
二
頁
）

日
立
闘
争
前
ま
で
朴
鐘
碩
は
日
本
人
の
よ
う
に
生
き
、
民
族
の
問
題
に

は
関
心
が
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
朴
鐘
碩
の
行
動
に
つ
い
て
、
在
日
朝

鮮
人
社
会
の
一
部
は
「
日
本
に
同
化
し
て
生
き
て
い
た
者
が
、
民
族
差
別

を
主
張
し
な
が
ら
同
胞
社
会
に
助
け
を
求
め
て
い
る
」
と
批
判
し
た
。
さ
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ら
に
は
訴
訟
そ
の
も
の
が
無
意
味
な
行
為
で
あ
る
と
非
難
す
る
声
も
あ
っ

た
。

同
胞
か
ら
は
厳
し
い
批
判
を
受
け
て
い
る
。
「
な
ん
と
ヒ
マ
で
、
馬

鹿
な
男
が
い
る
も
の
だ
」
「
日
本
の
大
社
会
で
あ
る
日
立
が
、
在
日

韓
国
人
を
雇
う
わ
け
が
な
い
。
そ
う
し
た
わ
か
り
切
っ
た
こ
と
を
、

何
故
裁
判
ま
で
し
て
や
ろ
う
と
す
る
の
か
」
と
言
っ
た
、
在
日
韓
国

人
の
屈
折
し
た
心
情
か
ら
来
る
批
判
、
あ
る
い
は
「
差
別
が
存
在
す

る
こ
と
は
、
在
日
韓
国
人
の
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
、

彼
だ
け
が
受
け
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
、
俺
達
は
そ
ん
な
ヒ
マ
も
金

も
な
い
し
、
明
日
生
き
る
こ
と
で
精
い
っ
ぱ
い
だ
」
と
い
っ
た
刹
那

的
批
判
も
あ
る
。
さ
ら
に
厳
し
く
は
「
日
本
名
を
使
用
し
て
日
本
の

企
業
に
就
職
す
る
こ
と
自
体
、
民
族
的
主
体
性
に
欠
け
た
行
為
で
あ

り
、
た
と
え
裁
判
で
勝
っ
た
と
し
て
も
、
同
胞
に
幻
想
を
抱
か
せ
る

だ
け
で
あ
る
」
と
糾
弾
す
る
。（
高
淸
一
「
動
か
な
い
韓
国
人
・
知
ら
な
い

日
本
人
」『
季
刊
ま
だ
ん
』
三
、
創
紀
房
新
社
、
一
九
七
四
年
、
六
五
頁
）

上
記
引
用
文
で
は
、
朴
鐘
碩
を
「
馬
鹿
な
男
」
と
呼
び
、
訴
訟
は
無
意

味
な
行
為
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
日
本
で
在
日
朝
鮮
人
へ
の
差
別
は
一

般
的
な
も
の
で
あ
り
、
訴
訟
で
勝
つ
と
し
て
も
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
同

胞
社
会
に
幻
想
を
抱
か
せ
る
だ
け
だ
と
非
難
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
ま

だ
ん
』
は
こ
の
よ
う
な
主
張
を
批
判
し
た
。
高
淸
一
は
差
別
の
存
在
を
知

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
現
実
は
厳
し
い
」
と
言
い
訳
を
し
て
傍

観
す
る
態
度
を
批
判
し
、
日
立
闘
争
は
在
日
朝
鮮
人
が
日
常
で
直
面
し
て

い
る
問
題
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
高
淸
一
は
朴
鐘
碩
の
訴
訟
は
単
な
る
個

人
の
訴
訟
で
は
な
く
、
人
間
性
の
抹
殺
と
民
族
差
別
を
犯
し
た
日
立
と
日

本
社
会
に
対
す
る
告
発
で
あ
り
、
朝
鮮
民
族
の
尊
敬
を
賭
け
た
闘
い
で
あ

る

と
述
べ
て
い
る
。

(23)他
に
も
『
ま
だ
ん
』
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
組
織
を
乗
り
越
え
た
在
日

朝
鮮
人
の
統
合
に
注
力
し
た
。
日
立
闘
争
発
生
後
、
民
団
と
朝
鮮
総
連
は

目
を
そ
ら
し
て
朴
鐘
碩
の
訴
訟
は
「
不
可
能
な
こ
と
」
だ
と
片
付
け
て
い

た
。
両
組
織
が
朴
鐘
碩
か
ら
目
を
背
け
た
時
、
彼
を
支
持
し
た
の
は
在
日

朝
鮮
人
と
日
本
人
、
中
国
人
で
構
成
さ
れ
た
「
朴
君
を
囲
む
会
」
な
ど
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
組
織
と
は
方
向
性
が
違
う
組
織
で
あ
っ
た
。
『
ま
だ
ん
』

は
創
刊
後
引
き
続
き
民
団
、
朝
鮮
総
連
と
は
距
離
を
お
き
、
同
胞
社
会
の

分
裂
を
理
由
に
両
組
織
を
批
判
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
日
立
闘
争

は
民
団
や
朝
鮮
総
連
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
組
織
は
問
題
を
解
決
で

き
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
例
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
『
ま
だ
ん
』
は
日
本
で

の
在
日
朝
鮮
人
社
会
と
日
本
社
会
の
連
帯
が
国
際
的
な
連
帯
よ
り
先
行
さ

れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

高
淸
一
は
日
立
闘
争
の
本
質
は
在
日
朝
鮮
人
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
問

題
を
も
た
ら
し
た
〝
日
本
人
の
問
題
〟
と
い
う
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す

べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
日
立
闘
争
は
日
本
に
居
住
す
る
日
本
人
、
中
国
人
、

在
日
朝
鮮
人
が
協
力
し
て
解
決
す
べ
き
〝
日
常
的
な
問
題
〟
で
あ
り
、
日

常
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
認
識
を
政
治
的
闘
争
で
変
化
さ
せ
る
の
が
「
朴
君

を
囲
む
会
」
の
役
割
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
の
観
点
か
ら
日
立
闘
争
は
在

日
朝
鮮
人
の
人
間
性
の
回
復
、
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
の

た
め
の
闘
争
で
あ
り
、
日
本
の
搾
取
、
侵
略
、
民
族
教
育
を
含
め
て
歴
史
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の
再
構
築
に
つ
な
が
る
問
題
だ
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
高
淸
一
は
国
際
的

な
連
帯
に
つ
い
て
も
語
っ
た
。
日
立
闘
争
は
韓
国
で
も
関
心
を
持
っ
て
見

ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
韓
国
人
が
日
立
を
糾
弾
し
て
い
る
と
述
べ
、
在
日

朝
鮮
人
社
会
と
韓
国
は
運
命
共
同
体
で
あ
る
と
し
た
。
国
際
的
な
連
帯
よ

り
先
行
さ
れ
る
べ
き
は
、
日
本
の
反
省
的
な
思
考
に
基
づ
い
た
共
生
と
連

帯
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
本
国
と
民
衆
闘
争
を
展
開
す
れ
ば
、

祖
国
の
統
一
ま
で
実
現
で
き
る
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
『
ま
だ
ん
』
は
、

在
日
朝
鮮
人
社
会
の
問
題
は
直
面
し
て
い
る
日
本
と
の
共
生
、
連
帯
で
解

決
す
べ
き
で
あ
り
、
国
際
的
な
連
帯
は
そ
の
後
の
問
題
で
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
当
時
の
主
張
に
つ
い
て
加
藤
千
香
子
は
一
九
七
〇

年
代
の
共
生
は
「
抑
圧
す
る
者
／
抑
圧
さ
れ
る
者
」
と
い
う
対
極
的
位
置

の
自
覚
か
ら
新
し
い
関
係
性
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
述
べ
た
。

(24)

こ
の
よ
う
に
『
ま
だ
ん
』
は
在
日
朝
鮮
人
社
会
内
部
で
民
族
性
、
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
立
し
、
日
本
と
の
反
省
的
関
係
を
設
定
し
た
上
で
の

連
帯
を
主
張
し
た
と
言
え
る
。

他
に
『
ま
だ
ん
』
の
「
日
立
就
職
差
別
裁
判
」
特
集
は
日
本
人
の
反
省

と
い
う
面
に
も
触
れ
て
い
る
。
朴
鐘
碩
の
弁
護
士
で
あ
る
石
塚
久
は
「
弁

護
士
だ
か
ら
で
は
な
く
」で
裁
判
の
過
程
で
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

石
塚
久
は
朴
鐘
碩
の
弁
護
の
た
め
に
本
を
読
ん
で
在
日
朝
鮮
人
の
歴
史
を

勉
強
し
、
そ
の
過
程
で
「
同
化
」
と
「
排
斥
」
が
軸
と
な
っ
て
い
る
在
日

朝
鮮
人
差
別
の
実
体
を
知
っ
た
と
い
う
。
自
身
は
差
別
を
す
る
ほ
う
の
人

間
で
あ
る
た
め
、
差
別
さ
れ
る
側
の
気
持
ち
が
簡
単
に
分
か
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
在
日
朝
鮮
人
の
苦
痛
を
真
剣
に
共
有
で
き
る
日
本
人
に
な
り
た

い
と
し
、
日
本
の
戦
後
の
政
策
に
反
省
す
る
姿
を
見
せ
た
。

『
ま
だ
ん
』
が
日
立
闘
争
で
こ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
た
理
由

は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
当
時
急
増
し
て
い
た
在
日
朝
鮮
人
の
帰
化
と

関
連
が
あ
る
。
日
本
で
生
ま
れ
た
在
日
朝
鮮
人
二
世
は
、
一
九
七
〇
年
代

の
日
本
社
会
の
一
部
に
な
っ
て
い
な
が
ら
も
、
就
職
差
別
、
公
務
員
の
任

用
拒
否
、
指
紋
捺
印
な
ど
の
差
別
を
受
け
、
様
々
な
制
度
に
お
い
て
国
籍

の
問
題
を
実
感
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
祖
国
統
一
は
不
可
能
で
あ

る
と
い
う
現
実
を
認
識
し
、
さ
ら
に
は
一
九
六
五
年
の
日
韓
国
交
正
常
化

交
渉
で
在
日
朝
鮮
人
の
権
益
が
無
視
さ
れ
る
と
、
祖
国
か
ら
捨
て
ら
れ
た

と
い
う
棄
民
意
識
が
広
が
り
は
じ
め
た

。
在
日
朝
鮮
人
二
世
に
と
っ
て

(25)

祖
国
は
も
は
や
帰
る
場
所
で
は
な
か
っ
た
。
一
連
の
事
態
を
経
て
在
日
朝

鮮
人
た
ち
は
主
体
的
に
生
き
方
を
決
め
る
と
い
う
在
日
論
を
模
索
し
、
一

九
七
〇
年
代
に
は
帰
化
後
も
在
日
朝
鮮
人
と
し
て
生
き
る
と
い
う
〝
第
三

の
道
〟
が
登
場
し
た

。
数
値
上
か
ら
見
て
も
、
一
九
五
〇
年
か
ら
一
九

(26)

七
〇
年
ま
で
日
本
在
住
の
外
国
人
の
う
ち
在
日
朝
鮮
人
が
占
め
る
割
合
は

九
一
％
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
持
続
的
に
減
少
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
五

三
・
七
％
ま
で
減
っ
た

。
在
日
朝
鮮
人
の
自
然
増
加
率
が
低
く
な
っ
た

(27)

理
由
は
、
北
朝
鮮
へ
の
帰
国
と
日
本
へ
の
帰
化
が
増
え
た
こ
と
に
あ
る
。

一
九
五
三
年
に
一
三
二
六
人
だ
っ
た
帰
化
者
は
一
九
八
五
年
に
は
五
〇
四

〇
人
ま
で
増
加
し
、
持
続
的
な
増
加
の
傾
向
を
見
せ
た
。
日
本
政
府
の
帰

化
行
政
の
基
本
は
、
単
一
民
族
国
家
の
中
に
異
民
族
と
し
て
の
跡
を
残
さ

な
い
者
の
み
を
選
別
し
て
同
化
＝
日
本
化
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た

。
こ
れ

(28)

は
多
民
族
国
家
で
市
民
権
を
取
得
す
る
こ
と
と
は
根
本
的
な
違
い
が
あ

り
、
言
語
や
生
活
の
面
で
日
本
人
に
帰
化
し
や
す
い
在
日
朝
鮮
人
が
帰
化

行
政
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
帰
化
者
が
急
増
し
、
在
日
朝
鮮
人
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社
会
は
縮
小
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
懸
念
し
た
『
ま
だ
ん
』
は
朴
鐘
碩
の

事
例
を
通
じ
て
在
日
朝
鮮
人
社
会
の
団
結
と
新
し
い
同
胞
の
流
入
を
期
待

し
た
。
そ
れ
が
在
日
朝
鮮
人
社
会
の
崩
壊
を
防
ぎ
、
差
別
の
撤
廃
（
生
活

の
改
善
）
に
つ
な
が
る
と
期
待
し
、
『
ま
だ
ん
』
は
朴
鐘
碩
と
日
立
闘
争
を

活
用
し
た
と
言
え
る
。

四
、
結
論

日
立
闘
争
が
発
生
し
、
在
日
朝
鮮
人
社
会
で
は
様
々
な
動
き
が
見
ら
れ

た
。
一
部
の
人
々
は
朴
鐘
碩
を
非
難
し
、
無
意
味
な
訴
訟
で
あ
る
と
主
張

し
た
。
一
方
で
は
朴
鐘
碩
を
支
持
す
る
団
体
も
出
て
き
た
。
一
九
七
一
年

三
月
二
九
日
、
日
本
人
の
識
者
、
中
国
人
、
在
日
朝
鮮
人
た
ち
は
「
朴
君

を
囲
む
会
」
を
結
成
し
、
朴
鐘
碩
を
支
援
し
た
。
在
日
朝
鮮
人
文
学
界
で

は
『
ま
だ
ん
』
が
判
決
を
一
ヶ
月
後
に
控
え
た
一
九
七
四
年
五
月
一
日
に

「
日
立
就
職
差
別
事
件
」
特
集
を
設
け
た
。
『
ま
だ
ん
』
は
朴
鐘
碩
の
文

章
を
掲
載
す
る
他
、
計
五
つ
の
記
事
を
掲
載
し
て
読
者
の
関
心
と
参
加
を

促
し
た
。

『
ま
だ
ん
』
が
日
立
闘
争
に
関
心
を
見
せ
た
こ
と
に
は
二
つ
の
理
由
が

あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
一
つ
は
、
朴
鐘
碩
が
『
ま
だ
ん
』
が
求
め
る
典
型
的

な
人
物
像
に
合
致
し
て
い
た
た
め
だ
っ
た
。
朴
鐘
碩
は
日
立
闘
争
前
ま
で

新
井
鐘
司
と
い
う
日
本
名
を
使
い
、
祖
国
や
民
族
の
問
題
に
は
関
心
が
な

か
っ
た
。
日
本
で
出
世
を
夢
見
た
が
、
現
実
で
直
面
し
た
の
は
差
別
で
あ

っ
た
。
朴
鐘
碩
は
日
立
を
告
訴
し
、
同
胞
た
ち
の
支
援
を
受
け
て
訴
訟
を

続
け
た
。
こ
の
過
程
で
朴
鐘
碩
は
民
族
の
大
切
さ
を
知
り
、
民
族
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
見
つ
け
た
。
『
ま
だ
ん
』
は
朴
鐘
碩
の
変
化
を
「
成

長
」
と
表
現
し
、
在
日
朝
鮮
人
社
会
に
紹
介
し
た
。
そ
れ
を
通
じ
て
『
ま

だ
ん
』
は
帰
化
を
阻
止
し
、
新
し
い
同
胞
た
ち
の
流
入
を
促
し
て
在
日
朝

鮮
人
社
会
の
崩
壊
を
防
ご
う
と
し
た
。

他
に
も
『
ま
だ
ん
』
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
組
織
を
乗
り
越
え
た
在
日

朝
鮮
人
社
会
の
統
合
と
連
帯
を
求
め
て
い
た
。
日
立
闘
争
発
生
後
、
民
団

と
朝
鮮
総
連
は
朴
鐘
碩
か
ら
目
を
そ
ら
し
た
が
、
そ
の
時
朴
鐘
碩
を
助
け

た
の
が
「
朴
君
を
囲
む
会
」
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
無
関
係
の
組

織
で
あ
っ
た
。
『
ま
だ
ん
』
は
同
例
を
挙
げ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
克
服
し

た
同
胞
社
会
を
築
き
、
日
本
社
会
と
連
帯
し
よ
う
と
し
た
。
日
本
で
の
共

生
と
連
帯
が
実
現
さ
れ
る
と
、
韓
国
と
の
連
帯
に
ま
で
広
が
り
、
祖
国
統

一
も
叶
う
と
見
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
青
写
真
を
描
き
な
が
ら
、
『
ま
だ

ん
』
は
朴
鐘
碩
と
日
立
闘
争
を
積
極
的
に
活
用
し
た
。

日
立
闘
争
後
、
日
本
で
は
多
く
の
変
化
が
見
ら
れ
た
。
朴
鐘
碩
は
一
九

七
四
年
八
月
に
日
立
に
入
社
し
、
社
内
で
も
人
権
改
善
活
動
を
行
っ
た
。

二
〇
一
一
年
に
定
年
退
職
し
た
。
日
立
闘
争
は
代
表
的
な
就
職
差
別
の
例

と
紹
介
さ
れ
、
日
本
の
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
た
。
「
朴
君
を
囲
む
会
」

は
日
立
闘
争
後
も
様
々
な
市
民
団
体
と
連
帯
し
、
人
権
運
動
を
続
け
た
。

そ
の
結
果
、
日
本
の
政
策
の
多
く
で
国
籍
条
項
が
廃
止
さ
れ
、
弁
護
士
、

教
師
、
地
方
公
務
員
の
道
が
開
か
れ
た
。
『
ま
だ
ん
』
が
主
張
し
た
在
日

朝
鮮
人
社
会
内
部
の
結
束
か
ら
始
ま
っ
た
闘
争
は
、
肌
で
感
じ
ら
れ
る
生

活
の
変
化
に
つ
な
が
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
変
化
の
始
ま
り
に
は
、
『
ま
だ

ん
』
に
代
表
さ
れ
る
在
日
朝
鮮
人
文
学
界
の
主
導
的
な
談
論
形
成
と
そ
れ

に
基
づ
く
日
本
と
在
日
朝
鮮
人
社
会
の
連
帯
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
日
本
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で
の
共
生
、
社
会
制
度
の
改
善
と
い
う
結
果
に
つ
な
が
っ
た
。
こ
の
一
連

の
動
き
の
背
景
に
は
在
日
朝
鮮
人
文
学
が
あ
っ
た
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
帰
化
、
結
婚
、
教
育
の
問
題

を
『
ま
だ
ん
』
と
関
連
付
け
て
研
究
し
て
い
く
。「
日
立
就
職
差
別
事
件
」

の
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
『
ま
だ
ん
』
は
毎
号
、
在
日
朝
鮮
人
の
教

育
、
結
婚
、
帰
化
の
問
題
に
触
れ
て
き
た
。
実
際
、
第
五
号
は
「
民
族
教

育
の
明
日
を
さ
ぐ
る
」
、
第
六
号
は
「
結
婚
」
を
特
集
と
し
て
設
け
、
教

育
、
結
婚
、
帰
化
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
分
析
す
る
こ

と
で
、
同
時
代
の
他
の
談
論
と
は
差
別
化
さ
れ
た
『
ま
だ
ん
』
の
特
殊
性

を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
在
日
朝
鮮
人
文
学
へ
の
影
響
や
幅
広
い
ス

ペ
ク
ト
ル
を
確
認
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
て
お
く
。

【
注
記
】

＊

こ
の
研
究
成
果
は
、
二
〇
一
八
年
度B

K
21

P
L
U
S

高
麗
大
学
中
日
言
語
文
化
教
育

研
究
事
業
団
の
参
加
学
生
と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
ま
だ
ん
』
は
一
九
七
三
年
一
〇
月
に
金
宙
泰
を
主
筆
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
総
合
雑

1
誌
で
あ
っ
た
。
編
集
委
員
は
金
宙
泰
、
金
両
基
、
李
丞
玉
、
炳
学
で
あ
り
、
発
行
人

は
朴
炳
采
、
尹
学
基
で
あ
っ
た
。
雑
誌
の
価
格
は
五
八
〇
円
で
、
株
式
会
社
創
紀
房

新
社
か
ら
発
売
さ
れ
た
。
『
ま
だ
ん
』
は
雑
誌
の
副
題
を
「
在
日
朝
鮮
・
韓
国
人
の
ひ

ろ
ば
」
と
掲
げ
、
在
日
朝
鮮
人
た
ち
の
文
化
、
生
活
、
結
婚
、
教
育
の
問
題
を
取
り

上
げ
、
北
朝
鮮
と
韓
国
、
ど
ち
ら
に
も
偏
ら
な
い
政
治
的
な
中
立
を
強
調
し
た
。
一

九
七
三
年
一
〇
月
の
創
刊
号
か
ら
始
ま
り
、
一
九
七
五
年
六
月
に
第
六
号
を
発
売
し
、

経
済
的
な
問
題
で
休
刊
後
、
終
刊
と
な
っ
た
。

竹
ノ
下
弘
久
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
葛
藤
と
変
容

―
日
立
就
職

2

差
別
裁
判
の
朴
鐘
碩
氏
の
生
活
史
か
ら

―
」
（
『
解
放
社
会
学
研
究
』
一
〇
、
日
本

解
放
社
会
学
会
、
一
九
九
六
年
五
月
）
三
三-

五
五
頁

勝
山
雅
絵
「
在
日
朝
鮮
人
支
援
に
お
け
る
日
本
人
青
年
の
思
想
的
葛
藤
と
自
己
変

3
革

―
日
立
就
職
差
別
裁
判
支
援
を
例
と
し
て

―
」
（
『
人
間
発
達
研
究
』
二
八
、

お
茶
の
水
女
子
大
学
人
間
発
達
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
四
九-

六
三
頁

町
村
敬
志
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア
研
究
序
説
」（『
一
橋
論
叢
』
一
〇
九
輯
、
一

4
橋
大
学
一
橋
学
会
一
橋
論
叢
、
一
九
九
三
年
二
月
）
一
九
一-

二
〇
九
頁

中
野
克
彦
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア
と
日
本
社
会

―1896

年
～1999

年
の
考

5
察

―
」
（
『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
一
一
巻
三
号
、
立
命
館
大
学
国
際
言
語
文
化

研
究
所
、
一
九
九
九
年
一
一
月
）
一
四
一-

一
五
七
頁

細
井
綾
女
「
「
コ
リ
ア
ン
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
」
・
「
ブ
ー
ル
」
の
呼
称
の
変
遷
と
国
籍

6
問
題
」
（
『
言
葉
と
文
化
』
第
一
一
号
、
立
命
館
大
学
国
際
言
語
文
化
研
究
所
、
二
〇

一
〇
年
三
月
）
八
一-

九
八
頁

国
際
高
麗
学
会
『
在
日
コ
リ
ア
ン
辭
典
』
（
明
石
書
店
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
）
八

7
七
頁蘇

明
仙
「재

일
한
인

에
스
닉

미
디
어
의

계
보
와

현
황

―에
스
닉

잡
지
를

중
심
으
로

―
」

8
（
『일

어
일
문
학

』

권
대
한
일
어
일
문
학
회

30

、

、
二
〇
〇
六
年
五
月
）
一
六
三-

一
八
三
頁

이
영
호

「재
일
조
선
인

잡
지

『계
간

마
당

（
季
刊
ま
だ
ん
）
』연

구

―
『계

간
삼
천
리

（
季

9
刊
三
千
里
）』와

의
비
교
를

중
심
으
로

―
」（
『일

본
문
화
연
구

』
六
一
、동

아
시
아
일
본
학
회

、

二
〇
一
七
年
一
一
月
）
二
四
一-

二
六
〇
頁

李
榮
鎬
「
在
日
朝
鮮
人
雑
誌
『
季
刊
ま
だ
ん
』
の
作
品
分
析

―｢

ア
ン
ニ
ョ
ン
ヒ

10
ア
ボ
ジ｣
と｢

無
花
果｣

を
中
心
に

―
」（
『
跨
境
／
日
本
語
文
学
研
究
』V

ol.4

、
高
麗

大
学
校G

L
O
B
A
L

日
本
研
究
院
、
二
〇
一
七
年
六
月
）
二
九-

四
〇
頁

이
영
호

「위
안
부

문
제
의

등
장
과

재
일
조
선
인

김
일
면
잡
지

―
『계

간
마
당

（
季
刊
ま
だ
ん
）
』

11
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의
기
사
를

중
심
으
로

―
」（『일

본
학
보

』
一
一
三
、한

국
일
본
학
회

、
二
〇
一
七
年
一
一
月
）

一
四
三-

一
六
三
頁

福
岡
安
則
『
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
一
二
月
）
三
八-

12
五
〇
頁

오
구
마

에
이
지

（조
현
설

역

）
『일

본
단
일
민
족
신
화
의

기
원

』
（소

명
출
판

、
二
〇
〇
三
年
一

13
二
月
）
五
〇
四
頁

朴
鐘
碩
「
日
立
闘
争
後
の
「
続
日
立
闘
争
」
」
（
『
在
日
二
世
の
記
憶
』
集
英
社
、
二

14
〇
一
六
年
一
一
月
）
三
七
三-
三
七
四
頁

以
下
、
韓
国
語
資
料
の
引
用
は
全
て
拙
訳
。

15

朴
鐘
碩
が
正
し
い
表
記
で
あ
り
、
朴
鍾
錫
は
変
換
間
違
い
と
み
ら
れ
る
。
以
降
の
記

16
事
で
は
朴
鐘
碩
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

本
件
に
お
け
る
解
約
権
留
保
の
趣
旨
、
目
的
及
び
そ
の
解
約
行
使
の
要
件
は
、
単
に

17
形
式
上
「
身
上
調
書
等
の
お
書
類
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
或
は
真
実
を
秘
匿
し
た
」

事
実
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
結
果
労
働
力
の
資
質
、
能
力
を
客
観
的
合
理
的

に
み
て
誤
認
し
、
企
業
の
秩
序
維
持
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
さ
れ

た
と
き
、
又
は
企
業
の
運
営
に
あ
た
り
円
滑
な
人
間
関
係
、
相
互
信
頼
関
係
を
維
持

で
き
る
性
格
を
欠
い
て
い
て
企
業
内
に
留
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
不
信

義
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
解
約
権
を
行
使
で
き
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。（
横

浜
地
方
裁
判
所
第
二
民
事
部
（1974

）「
朴
鐘
碩
就
職
差
別
裁
判
判
決
（
抜
粋
）」（『
朝

鮮
研
究
』
一
三
八
、
日
本
朝
鮮
研
究
所
、
一
九
七
四
年
八
月
）
四
六
頁

「
原
告
は
被
告
に
対
し
、
原
告
が
労
働
契
約
上
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
求

18
め
、
さ
ら
に
前
記
昭
和
四
五
年
一
〇
月
以
降
同
四
九
年
一
月
ま
で
の
賃
金
金
一
二
八

万
一
、
〇
三
二
円
及
び
慰
謝
料
金
五
〇
万
円
の
合
計
金
一
七
八
万
一
、
〇
三
二
円
及

び
内
金
五
〇
万
円
に
対
す
る
昭
和
四
五
年
一
二
月
一
七
日
以
降
支
払
済
に
至
る
ま
で

年
五
分
の
割
合
に
よ
る
金
員
並
び
に
昭
和
四
九
年
二
月
一
日
以
降
毎
月
二
五
日
限
り

金
三
万
三
、
五
〇
〇
円
の
賃
金
の
支
払
を
求
め
る
。
」
横
浜
地
方
裁
判
所
「
日
立
製
作

所
採
用
取
消
」
一
九
七
四
年
六
月
一
九
日
、
昭
和
四
五
（
ワ
）
二
一
一
八
、
裁
判
所

裁
判
例
情
報
（http://w

w
w
.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=

19798

）
二
〇
一

八
年
二
月
一
八
日
取
得

日
本
朝
鮮
研
究
所
（
現
・
現
代
コ
リ
ア
研
究
所
）
で
発
売
し
た
雑
誌
。
最
初
の
発
行

19
名
は
『
朝
鮮
研
究
月
報
』
（
一
九
六
二
年
一
月
―
一
九
六
四
年
五
月
）
で
あ
り
、
第
一

号
か
ら
第
二
九
号
ま
で
発
売
後
、
雑
誌
名
を
『
朝
鮮
研
究
』（
一
九
五
六
年
六
月
―
一

九
八
四
年
三
月
）
に
変
更
し
、
第
三
〇
号
か
ら
第
二
三
八
号
ま
で
発
売
し
た
。
そ
の

後
、
『
現
代
コ
リ
ア
』
に
雑
誌
名
を
変
更
し
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
ま
で
通
巻
第
四
七

六
号
ま
で
発
売
し
た
後
、
休
刊
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
雑
誌
を
出
版
す
る
こ
と
な
く

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
み
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。
明
治
以
降
の
日
本

で
の
研
究
は
西
欧
が
対
象
と
な
り
、
朝
鮮
を
対
象
に
し
た
科
学
的
研
究
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
か
っ
た
と
指
摘
し
、
朝
鮮
に
対
す
る
正
確
な
知
識
の
蓄
積
を
通
じ
て
日
本

と
朝
鮮
の
関
係
を
正
し
く
構
築
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

「
氏
が
同
化
か
ら
離
脱
す
る
の
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
大
企
業
の
労
働
者
の

20
一
人
と
し
て
、
か
つ
民
族
的
主
体
性
を
着
実
に
蓄
積
し
て
行
く
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど

容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
」
（
佐
藤
勝
巳
「
入
口
に
立
っ
た
闘
い
」
『
朝
鮮

研
究
』
一
三
八
、
日
本
朝
鮮
研
究
所
、
一
九
七
四
年
八
月
）
三
頁

創
紀
房
新
社
は
『
ま
だ
ん
』
終
刊
後
も
一
九
八
〇
年
に
『
日
本
舞
踊
大
鑑
』
第
一
巻

21
を
、
一
九
八
六
年
に
『
日
本
舞
踊
大
鑑
』
第
二
巻
を
出
版
し
、
伝
統
に
関
す
る
書
籍

を
主
に
出
版
し
た
。

「
わ
た
し
は
一
体
何
者
か
、
「
民
族
の
主
体
性
」
を
確
立
す
る
た
め
に
本
を
読
み
ま
し

22
た
。
主
体
性
は
「
言
葉
と
歴
史
」
を
学
ぶ
こ
と
、
当
時
は
そ
う
い
う
風
潮
で
し
た
」（
朴
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鐘
碩
「
日
立
闘
争
後
の
「
続
日
立
闘
争
」
」『
在
日
二
世
の
記
憶
』、
集
英
社
、
二
〇
一

六
年
一
一
月
）
三
七
四
頁

「
こ
の
裁
判
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
人
間
性
の
抹
殺
と
同
時
に
、
民
族
差
別
を
も
犯

23
し
た
日
立
、
日
本
企
業
あ
る
い
は
日
本
社
会
に
対
す
る
告
発
で
あ
り
、
朝
鮮
民
族
の

尊
敬
を
賭
け
た
闘
い
で
あ
る
と
言
え
る
。
」
高
淸
一
「
動
か
な
い
韓
国
人
・
知
ら
な
い

日
本
人
」『
季
刊
ま
だ
ん
』
三
、
創
紀
房
新
社
、
一
九
七
四
年
五
月
、
六
六
頁

「
七
〇
年
代
の
「
共
生
」
は
、
「
日
本
人
」
「
在
日
朝
鮮
人
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
民
族

24
性
」「
主
体
性
」
を
問
う
中
で
、
歴
史
的
に
つ
く
ら
れ
た
「
抑
圧
す
る
者
／
抑
圧
さ
れ

る
者
」
と
い
う
対
極
的
な
位
置
の
自
覚
の
う
え
に
、
新
た
な
関
係
性
を
模
索
す
る
も

の
で
あ
っ
た
」
（
加
藤
千
香
子
「
一
九
七
〇
年
代
日
本
の
「
民
族
差
別
」
を
め
ぐ
る
運

動

―
「
日
立
闘
争
」
を
中
心
に

―
」
『
人
民
の
歴
史
学
』
一
八
五
、
東
京
歴
史
科

学
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
九
月
、
二
二
頁

이
한
창

『재
일

동
포
문
학
의

연
구

입
문

』（제
이
앤
씨

、
二
〇
一
一
年
一
一
月
）
五
八
頁

25

前
掲
注

26

25

一
九
九
三
年
の
『
在
留
外
国
人
統
計
』
を
も
と
に
数
値
を
集
計
し
た
。

27

강
재
언
김
동
훈

·

「제
장

전
후

일
본
의

한
국
조
선
인

3

·

」（『재
일

한
국
조
선
인

·

―역
사
와

전
망

”、

28소
화

、
二
〇
〇
〇
年
九
月
）
一
一
六
頁

（
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
訪
問
研
究
員
、
韓
国
・
高
麗
大
学
中
日
語
文

学
科
博
士
課
程
）


